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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶手段と、
　着呼に伴い発呼者の電話番号を取得する取得手段と、
　電話番号を前記記憶手段に登録する登録手段と、
　前記着呼に際し、呼出の開始からの時間を検出する時間検出手段と、
　前記時間検出手段により検出される時間が所定時間以内であるか否かを判定する判定手
段と、
　着呼に際し取得した電話番号が登録されていない場合において、前記判定手段により所
定時間以内であると判定されたときは報知をせず、前記判定手段により所定時間以内でな
いと判定されたときは報知する報知手段と、
　着呼に際し取得した電話番号を着信履歴として前記記憶手段に格納する格納手段と、
　前記格納手段により着信履歴として格納された電話番号を表示する表示手段と、を備え
、
　前記時間検出手段は、更に、前記着呼に際し、呼出の開始から呼出が中止されるまでの
時間を検出し、
　前記表示手段は、更に、着信履歴として格納された電話番号を表示する場合おいて、当
該電話番号が前記登録手段により登録されていない電話番号であるときは、当該電話番号
による呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間が前記所定時間以内でないことを条件
に表示すること、



(2) JP 4804516 B2 2011.11.2

10

20

30

40

50

　を特徴とする電話機。
【請求項２】
　着呼に際し取得した電話番号が登録されているときは、前記時間が所定の時間以内であ
るか否かに関わらず報知する報知手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の電話機。　
【請求項３】
　電話番号を呼の接続を拒否する電話番号として前記記憶手段に登録する拒否電話番号登
録手段と、
　着呼に際し取得した電話番号が拒否する電話番号として登録されているときは、呼の接
続を拒否する接続拒否手段と、を備え、
　前記報知手段は、着呼に際し取得した電話番号が拒否する電話番号として登録されてい
るときは報知しない
　ことを特徴とする請求項１及び請求項２に記載の電話機。
【請求項４】
　ユーザから呼を接続するための操作を受け付ける操作部と、
　前記操作を受け付けたときは、前記時間が所定時間以内であるか否かに関わらず呼を接
続する接続手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載の電話機。
【請求項５】
　着呼に伴い発呼者の電話番号を取得する取得手段と、
　電話番号を登録する登録手段と、
　着呼があった場合に、呼出の報知を開始するまでの時間を記憶する時間記憶手段と、
　着呼に際し取得した電話番号が前記登録手段に登録されていない場合は、前記記憶手段
に記憶された前記時間を経過するまでは呼出の報知をせず、前記時間を経過した後に呼出
の報知をする報知手段と、
　前記着呼に際し、呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間を検出する時間検出手段
と、
　着呼に際し取得した電話番号を着信履歴として格納する格納手段と、
　着信履歴として格納された電話番号を表示する場合おいて、当該電話番号が前記登録手
段により登録されていない電話番号であるときは、当該電話番号による呼出の開始から呼
出が中止されるまでの時間が前記時間記憶手段に記憶された時間以内でないことを条件に
表示する表示手段と、
　を備える電話機。
【請求項６】
　前記報知手段は、着呼に際し取得した電話番号が前記登録手段に登録されている場合は
、前記時間に関わらず呼出の報知をすること、
　を特徴とする請求項５に記載の電話機。
【請求項７】
　電話番号を呼の接続を拒否する電話番号として前記記憶手段に登録する拒否電話番号登
録手段と、
　着呼に際し取得した電話番号が拒否する電話番号として登録されているときは、呼の接
続を拒否する接続拒否手段と、を備え、
　前記報知手段は、着呼に際し取得した電話番号が拒否する電話番号として登録されてい
るときは報知しない
　ことを特徴とする請求項５に記載の電話機。
【請求項８】
　音を出力する出力手段を更に備え、
　前記報知手段は、音を出力することにより報知すること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項７に記載の電話機。
【請求項９】
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　自機を振動させるための振動手段を更に備え、
　前記報知手段は、自機を振動させることにより報知すること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項７に記載の電話機。
【請求項１０】
　発光する発光手段を更に備え、
　前記報知手段は、前記発光手段を発光させることにより報知すること、
　を特徴とする請求項１乃至請求項７に記載の電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を記憶する機能を有する電話機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、着呼の際に発信側の電話番号が受信側に通知されるいわゆる発信電話番号通知サ
ービスを提供する機能を有する一般回線電話機、携帯電話及びＰＨＳなどの通信機器が普
及している（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　以下、便宜上、このような通信機器を単に電話機ということとする。
【０００４】
　この電話機を有するユーザは、電話を取る前に呼出しが中断された場合であっても相手
側の電話番号が着信履歴として表示されるため、相手にかけ直すことができ、便利である
。
【特許文献１】特開平９－１６２９５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、最近、上述の発信電話番号通知サービスを悪用し、発呼者が通信費用を
負担することなく、営業目的で電話番号を被呼者に通知するために、被呼者が電話を取る
前に呼出しを中断するいわゆるワンギリという迷惑電話が横行し、社会的問題となってい
る。
【０００６】
　上述のワンギリがなされた電話機のユーザは、気になって着信履歴として表示された電
話番号に発呼すると、「ツーショットダイヤル」の受付電話や「出会い系サイト」などの
情報案内に接続し、無駄な通信費用が発生する。
【０００７】
　また、電話機が一般回線電話である場合、ダイアルＱ２などの有料情報サービスへの接
続が可能なため、通知された電話番号がこのダイアルＱ２の電話番号であった場合、ユー
ザがこの電話番号にかけ直すことにより、電話料金以外に情報提供料が加算され費用請求
されることとなる。
【０００８】
　また、図８に示すように、このようなワンギリは、昼夜を問わずなされ、深夜に着呼す
ることもあり、緊急の事態に備えて常に受信可能となっている電話機においては、ユーザ
の安眠妨害となる場合もある。
【０００９】
　このようなワンギリによる被害を避けるために、ワンギリがなされた場合、ユーザは、
この着呼を無視し、電話をかけ直さなければよいのであるが、着信履歴として残された電
話番号のうち、どれがワンギリによるものなのかを判別することは困難である。
【００１０】
　特に、電話機の近くにユーザがいなかった場合、ユーザは、どのくらいの時間、呼出し
がなされていたのかを知ることはできず、着信履歴に残された電話番号がワンギリによる
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ものなのかを判別することはできない。
【００１１】
　このように、従来の電話機では、上述のワンギリによる被害を回避し難いという問題が
ある。
【００１２】
　そこで本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、いわゆるワンギリの被害に
遭い難い電話機を提供することを目的とする。
【００１３】
　また、上述の目的を達成するために接続を拒否すべき電話番号を登録する電話番号登録
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明に係る電話機は、記憶手段と、着呼に伴い発呼者の
電話番号を取得する取得手段と、電話番号を前記記憶手段に登録する登録手段と、前記着
呼に際し、呼出の開始からの時間を検出する時間検出手段と、前記時間検出手段により検
出される時間が所定時間以内であるか否かを判定する判定手段と、着呼に際し取得した電
話番号が登録されていない場合において、前記判定手段により所定時間以内であると判定
されたときは報知をせず、前記判定手段により所定時間以内でないと判定されたときは報
知する報知手段と、着呼に際し取得した電話番号を着信履歴として前記記憶手段に格納す
る格納手段と、前記格納手段により着信履歴として格納された電話番号を表示する表示手
段と、を備え、前記時間検出手段は、更に、前記着呼に際し、呼出の開始から呼出が中止
されるまでの時間を検出し、前記表示手段は、更に、着信履歴として格納された電話番号
を表示する場合おいて、当該電話番号が前記登録手段により登録されていない電話番号で
あるときは、当該電話番号による呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間が前記所定
時間以内でないことを条件に表示すること、を特徴とする。
　また、上記目的を達成するために、本発明に係る電話機は、着呼に伴い発呼者の電話番
号を取得する取得手段と、電話番号を登録する登録手段と、着呼があった場合に、呼出の
報知を開始するまでの時間を記憶する時間記憶手段と、着呼に際し取得した電話番号が前
記登録手段に登録されていない場合は、前記記憶手段に記憶された前記時間を経過するま
では呼出の報知をせず、前記時間を経過した後に呼出の報知をする報知手段と、前記着呼
に際し、呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間を検出する時間検出手段と、着呼に
際し取得した電話番号を着信履歴として格納する格納手段と、着信履歴として格納された
電話番号を表示する場合おいて、当該電話番号が前記登録手段により登録されていない電
話番号であるときは、当該電話番号による呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間が
前記時間記憶手段に記憶された時間以内でないことを条件に表示する表示手段と、を備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　上記構成により、操作者は、無駄な呼出の影響を受けないで済む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
＜実施形態＞
　図１は、本発明の実施の形態における移動局１００の外観図である。
【００４７】
　移動局１００は、着呼の際に発呼者の電話番号が被呼者に通知されるいわゆる発信電話
番号通知サービスを利用可能な携帯電話機であって、音声、画像及びＥメール等のデータ
を無線で通信する装置である。
【００４８】
　着呼に伴い取得された電話番号、即ち、着信履歴、電子メールの内容及びユーザにより
登録された電話番号の一覧などは、図中の表示部１０４に表示される。
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【００４９】
　図２は、本発明の実施の形態における移動局１００の機能ブロック図である。
【００５０】
　移動局１００は、アンテナ部１０１と、送受信部１０２と、一般制御部１０３と、表示
部１０４と、カウント部１０５と、照合部１０６と、ワンギリ判定部１０７と、記憶部１
０８と、音声出力部１０９と、音声入力部１１０と、操作部１１１とを有する。
【００５１】
　操作部１１１は、電話番号及びＥメール等の文字列を入力するためのテンキー等からな
り、これらキーにより入力された電話番号等の入力情報を一般制御部１０３に出力する。
【００５２】
　また、操作部１１１は、電話をかける毎に電話番号を入力する手間を省くために、予め
氏名や電話番号などを登録しておくいわゆる電話帖登録を行うための氏名及び電話番号の
入力を受け付け、受け付けたの氏名及び電話番号を一般制御部１０３に出力する。
【００５３】
　さらに、操作部１１１は、ワンギリであること判断するために用いるワンギリしきい値
の入力及びワンギリか否かを判定するまでリンガーを起動させるか否かを示すリンガー設
定フラグの値の入力を受け付ける。
【００５４】
　ここで、ワンギリしきい値とは、ワンギリが行われる際に実施される呼出の時間を秒数
で示した値のことであり、このワンギリしきい値に示される秒数以下で、呼出しが中断し
た場合には、ワンギリと判定されることとなる。
【００５５】
　また、リンガー設定フラグの値とは、着呼した場合に上述のワンギリの判定がなされる
まで、リンガーを鳴らさないようにするか否かを決めるためのフラグの値であり、ユーザ
は、リンガーを鳴らさないように設定したい場合は、リンガー設定フラグの値を「１」と
して入力し、また、着呼したときに最初からリンガーを鳴らすように設定したい場合は、
リンガー設定フラグの値を「０」として入力する。
【００５６】
　音声入力部１１０は、マイクロフォン等の音声入力装置であり、入力された音声を一般
制御部１０３に出力する。
【００５７】
　カウント部１０５は、一般制御部１０３から出力される信号の受信したときから、０を
初期値として１秒ごとに１カウントアップし、カウントアップする毎に、そのカウント値
をワンギリ判定部１０７に通知する機能を有する。
【００５８】
　一般制御部１０３は、無線電話として一般的な処理を制御するＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）等からなり、発呼時において、以下の処理を実行
する機能を有する。
【００５９】
　即ち、一般制御部１０３は、操作部１１１より、発呼先の電話番号が受け付けられ、さ
らに、接続許可指示が受け付けられたとき、発呼して呼を確立するための処理を実施する
。
【００６０】
　また、操作部１１１において呼の切断指示が受け付けられたとき、呼を切断するための
処理を実施する。
【００６１】
　これらの処理は、公知技術であるため、詳細な説明については省略する。
【００６２】
　また、一般制御部１０３は、操作部１１１より、記憶部１０８に格納されている電話番
号のうち、発呼先の電話番号の指定が受け付けられると、当該電話番号に付されたワンギ
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リフラグの値を参照し、この値が「１」の場合、「この電話番号は、ワンギリの電話番号
の可能性があります。本当に電話をかけますか？」というメッセージ文を表示部１０４に
表示させる。
【００６３】
　上述のメッセージを表示させた後、一般制御部１０３は、操作部１１１において発呼す
る指示が受け付けられたか否かを判断し、発呼指示が受け付けられた場合、この電話番号
にもとづいて発呼し、呼を確立するための処理を実施する。
【００６４】
　一方、発呼を取り止める指示が受け付けられた場合、一般制御部１０３は、発呼をせず
、他の発呼及び着呼を待ち受ける。
【００６５】
　一般制御部１０３は、さらに、着呼時において、以下の処理を実施する機能を有する。
【００６６】
　即ち、一般制御部１０３は、着呼に伴って到来する発呼者の電話番号（以下、「発呼者
電話番号」という。）を取得し、取得した発呼者電話番号を直ちに照合部１０６に出力す
る。
【００６７】
　また、一般制御部１０３は、着呼後、呼の接続がなされる前に基地局からの呼接続の要
求が終了したとき、呼出し中断通知をワンギリ判定部１０７に出力する。
【００６８】
　さらに、上述の発呼者電話番号を照合部１０６に出力した結果得られるワンギリ判定部
１０７からの指示にもとづいて、以下の２つの処理を実施する。
【００６９】
　ワンギリ判定部１０７から接続許可指示を受け取ったとき、一般制御部１０３は、通常
の着呼における処理を実施する。
【００７０】
　つまり、一般制御部１０３は、操作部１１１から接続許可指示がなされたとき、呼を確
立するための処理を開始する。
【００７１】
　一方、ワンギリ判定部１０７から接続拒否指示を受け取ったとき、一般制御部１０３は
、呼の接続を拒否する処理を実施すると共に、着呼に伴い取得した発呼者電話番号を着信
履歴として表示部１０４に表示させないようにする。
【００７２】
　上述の呼の接続を拒否する処理とは、具体的には、呼接続を要求する基地局に対し、呼
接続を拒否する旨を通知することである。
【００７３】
　その結果、上述の基地局は、接続処理を中止する。
【００７４】
　着呼時において、一般制御部１０３は、記憶部１０８に格納されているリンガー設定フ
ラグの値が「１」のとき、操作部１１１からリンガー起動指示を受け取るまで、リンガー
の起動を保留する。
【００７５】
　より具体的には、リンガーの起動を保留する場合、一般制御部１０３は、着信音を鳴ら
すための信号を音声出力部１０９に出力することを保留する。
【００７６】
　また、一般制御部１０３は、操作部１１１から、ワンギリしきい値及びリンガー設定フ
ラグの値を受け取った場合、記憶部１０８に格納されている既存のワンギリしきい値及び
リンガー設定フラグの値に上書きする。
【００７７】
　さらに、一般制御部１０３は、ワンギリ判定部１０７からの指示にもとづいて、着呼に
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伴い取得した発呼者電話番号にワンギリ判定部１０７が指示したワンギリフラグの値を付
して記憶部１０８に格納する。
【００７８】
　また、ワンギリ判定部１０７より、着呼に伴い取得された発呼者電話番号に「１」の値
のワンギリフラグを付して記憶部１０８に格納するよう指示を受けた場合、一般制御部１
０３は、この電話番号を着信履歴として表示部１０４に表示させないようにする。
【００７９】
　以上は、一般制御部１０３における発呼時及び着呼時の処理である。
【００８０】
　また、一般制御部１０３は、待ち受け時において、いわゆる電話帖登録を行うための氏
名及び電話帖を操作部１１１から受け取ると、この氏名及び電話番号を記憶部１０８に格
納する。
【００８１】
　このとき、一般制御部１０３は、上述の電話番号にワンギリフラグの値「０」を付す。
【００８２】
　送受信部１０２は、フィルタ、アンプ等を含む無線信号を送受信する無線回路であり、
一般制御部１０３からの指示にしたがい、音声、画像及び文字等の通信データを無線で送
信し、また、外部から到来する通信データを受信して、一般制御部１０３に出力する。
【００８３】
　アンテナ部１０１は、受信用のホイップアンテナである。
【００８４】
　音声出力部１０９は、圧電素子等からなるスピーカであり、一般制御部１０３から受け
取った信号にしたがい音声を出力する。
【００８５】
　つまり、一般制御部１０３から着信音を鳴らすための信号を受信したとき、音声出力部
１０９は、ベルやメロディなどの呼出音を出力し、音声信号を受信した場合には、この被
呼者及び発呼者などの音声を出力する。
【００８６】
　表示部１０４は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイなどであり、一般制
御部１０３から受け取った信号にしたがい文字及び画像を表示する機能を有する。
【００８７】
　記憶部１０８は、不揮発性メモリ等の記録媒体からなり、一般制御部１０３から出力さ
れるデータなどを記録する。
【００８８】
　また、記憶部１０８は、リンガー設定フラグの値のデフォルト値として「０」及びワン
ギリしきい値のデフォルト値として「３」をそれぞれ記憶している。
【００８９】
　照合部１０６は、一般制御部１０３から発呼者電話番号を受け取った場合、記憶部１０
８に記録された電話番号を参照し、発呼者電話番号と一致する電話番号が含まれるかどう
かを判断し、一致する電話番号がない場合、不一致信号をワンギリ判定部１０７に出力す
る。
【００９０】
　一方、一致する電話番号がある場合、照合部１０６は、一致信号とその電話番号に付さ
れているワンギリフラグの値との組をワンギリ判定部１０７に出力する。
【００９１】
　ワンギリ判定部１０７は、カウント部１０５から出力される時間を受け取り、また、照
合部１０６から一致信号とワンギリフラグの値との組又は不一致信号を受け取り、さらに
、一般制御部１０３から呼出し中断通知を受け取り、以下の処理を実施する機能を有する
。
【００９２】
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　一致信号とワンギリフラグの値「１」との組を受け取ったとき、ワンギリ判定部１０７
は、接続拒否指示を一般制御部１０３に出力すると共に、カウント部１０５にカウントア
ップを終了するように指示する。
【００９３】
　一方、一致信号とワンギリフラグの値「０」との組を受け取ったとき、ワンギリ判定部
１０７は、接続許可指示を一般制御部１０３に出力すると共に、カウント部１０５にカウ
ントアップを終了するように指示する。
【００９４】
　さらに、不一致信号を受け取ったとき、ワンギリ判定部１０７は、接続許可指示を一般
制御部１０３に出力すると共に、記憶部１０８内に格納されているワンギリしきい値を参
照し、カウント部１０５から受け取ったカウント値がこのワンギリしきい値以上となる前
に、一般制御部１０３から呼出し中断通知を受け取ったか否かを判断し、呼出し中断通知
を受け取ったとき、この中断された着呼に伴って取得された発呼者電話番号に「１」の値
のワンギリフラグを付して記憶部１０８に格納するよう、一般制御部１０３に指示し、さ
らに、カウント部１０５にカウントアップを終了するように指示する。
【００９５】
　一方、カウント部１０５から受け取ったカウント値がこのワンギリしきい値以上となる
までに、一般制御部１０３から呼出し中断通知を受け取っていないとき、ワンギリ判定部
１０７は、着呼に伴って取得された発呼者電話番号に「０」の値のワンギリフラグを付し
て記憶部１０８に格納するよう、一般制御部１０３に指示し、さらに、カウント部１０５
にカウントアップを終了するように指示する。
＜データ＞　
　以下、上述のように構成された移動局１００において用いられるデータについて説明す
る。
【００９６】
　図３は、記憶部１０８に格納されているテーブル３００の論理的構成を示す図である。
【００９７】
　番号列３０１は、１から９９９までの番号が順に示され、氏名列３０２は、氏名が示さ
れ、電話番号列３０３は、左欄の氏名に対応する電話番号が示され、ワンギリフラグ列３
０４は、ワンギリフラグの値が示されている。
＜動作＞
　図４は、着呼時においてワンギリを検出し、この着呼に伴って取得された電話番号をワ
ンギリの電話番号として登録する処理のフローチャートである。
【００９８】
　送受信部１０２は、着呼に際し、発呼者の電話番号を含む呼接続を行うために必要な予
備的なデータを受信し（ステップＳ４０１）、このデータを一般制御部１０３に出力する
。
【００９９】
　上述のデータを受け取ると、一般制御部１０３は、着呼があったことをカウント部１０
５、ワンギリ判定部１０７及び照合部１０６に通知する。
【０１００】
　この通知に伴い、ワンギリ判定部１０７は，変数Ｆの値を０にし、また、変数Ｋの値を
０にすると共に、カウント部１０５は、ｔの値を０に設定し（ステップＳ４０２）、さら
に、カウント部１０５は、カウントアップを開始する（ステップＳ４０３）。
【０１０１】
　照合部１０６は、着呼の通知に伴い、一般制御部１０３からこの着呼に伴って取得され
た発呼者の電話番号を合わせて受け取り（ステップＳ４０４）、この電話番号と記憶部１
０８に既に格納されている電話番号とを照合し（ステップＳ４０５）、一致するものがあ
るか否かを判断し（ステップＳ４０６）、一致するものがある場合、電話番号に付された
ワンギリフラグの値が「１」か否かを判断し（ステップＳ４０７）、一致する場合、接続
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を拒否するように一般制御部１０３に指示する（ステップＳ４０８）。
【０１０２】
　その結果、一般制御部１０３は、基地局に対して接続を拒否するよう要求するため、接
続が取り止められる。
【０１０３】
　そして、一般制御部１０３は、着信を拒否したメッセージ文を表示部１０４に表示させ
（ステップＳ４０９）、処理を終了する。
【０１０４】
　電話番号に付されたワンギリフラグの値が「１」か否かを判断するステップＳ４０６に
おいて、このワンギリフラグの値が「１」以外であった場合、照合部１０６は、変数Ｋの
値を「１」とする（ステップＳ４１０）。
【０１０５】
　そして、ワンギリ判定部１０７は、カウント部１０５から出力されるカウント値ｔ、ワ
ンギリしきい値ｔ０、変数Ｆとの関係がｔ≧（ｔ０×Ｆ）となっているか否かを判断する
（ステップＳ４１１）。
【０１０６】
　一方、着呼に伴い取得した発呼者電話番号と記憶部１０８に既に格納されている電話番
号とに一致するものがあるか否かを判断するステップＳ４０６において、一致する電話番
号がない場合、その旨をワンギリ判定部１０７に通知する。
【０１０７】
　そして、ワンギリ判定部１０７は、リンガー設定フラグの値が「０」となっているか否
かを判断し（ステップＳ４１２）、リンガー設定フラグの値が「０」の場合、上述のｔ≧
（ｔ０×Ｆ）となっているか否かを判断するステップＳ４１１を実施する。
【０１０８】
　一方、リンガー設定フラグの値が「０」でない場合、ワンギリ判定部１０７は、変数Ｆ
の値を１とし（ステップＳ４１３）、上述のｔ≧（ｔ０×Ｆ）となっているか否かを判断
するステップＳ４１１を実施する。
【０１０９】
　ｔ≧（ｔ０×Ｆ）となっているか否かを判断するステップＳ４１１において、このよう
な関係に当てはまる場合、ワンギリ判定部１０７は、一般制御部１０３にリンガー起動指
示を通知し（ステップＳ４１４）、通話ボタンが押下されたか否かを判断する（ステップ
Ｓ４１５）。
【０１１０】
　一方、このような関係に当てはまらない場合、ワンギリ判定部１０７は、通話ボタンが
押下されたか否かを判断する（ステップＳ４１５）。
【０１１１】
　通話ボタンが押下されたか否かを判断するステップＳ４１５において、通話ボタンが押
下されたと判断した場合、ワンギリ判定部１０７は、一般制御部１０３に接続許可指示を
通知する。
【０１１２】
　その結果、一般制御部１０３は、呼を接続するための処理を実行する（ステップＳ４１
６）。
【０１１３】
　一方、通話ボタンが押下されていないと判断した場合、ワンギリ判定部１０７は、現在
、基地局からの呼接続の要求が中断されているか否かを判定し（ステップＳ４１７）、中
断されていない場合、変数Ｆとの関係がｔ≧（ｔ０×Ｆ）となっているか否かを判断する
ステップＳ４１１に戻る。
【０１１４】
　一方、基地局からの呼接続の要求が中断されている場合、ワンギリ判定部１０７は、カ
ウント部１０５にカウントアップを終了するように指示する（ステップＳ４１８）。
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【０１１５】
　その結果、カウント部１０５は、カウントアップを終了する。
【０１１６】
　そして、ワンギリ判定部１０７は、変数Ｋの値が「１」以外であるか否かを判断し（ス
テップＳ４１９）、変数Ｋの値が「１」の場合、処理を終了する。
【０１１７】
　一方、変数Ｋの値が「１」でない場合は、ｔ≦ｔ０であるか否かを判断し（ステップＳ
４２０）、このような関係に当てはまる場合、ワンギリ判定部１０７は、一般制御部１０
３に着呼に伴い取得した発呼者電話番号に「１」の値のワンギリフラグを付して記憶部１
０８に格納するよう、一般制御部１０３に指示し（ステップＳ４２１）、処理を終了する
。
【０１１８】
　一方、ｔ≦ｔ０であるか否かを判断するステップＳ４２０において、このような関係に
当てはまらない場合、ワンギリ判定部１０７は、処理を終了する。
＜表示＞
　図５は、図４のステップＳ４０９において、表示部１０４に表示される、接続を拒否し
たメッセージ文の一例を示す図である。
【０１１９】
　着信拒否が実施されると、一般制御部１０３は、着呼があっても、発呼者番号を取得し
て直ちに、基地局に対し、呼接続を中止するように依頼するので、呼出し動作が行われな
い。
【０１２０】
　このとき、一般制御部１０３は、表示部１０４に発呼者電話番号を表示させない。
【０１２１】
　このため、ユーザは、このような着呼に何ら影響を受けず、表示部１０４を見たときに
初めて、接続拒否が実施されたことを認識するに過ぎない。
【０１２２】
　したがって、ユーザは、誤ってこの電話番号にかけ直すことがない。
【０１２３】
　ところで、図３において、テーブル３００は、「１」の値のワンギリフラグが付された
電話番号も、「０」の値のワンギリフラグが付された電話番号も同一のテーブルに格納さ
れているものの、いわゆる電話帖として表示する際、一般制御部１０３は、通常の表示操
作において「０」の値のワンギリフラグが付された電話番号についてのみを表示部１０４
に表示させる。
【０１２４】
　ただし、所定の操作が実施されることにより、一般制御部１０３は、「１」の値のワン
ギリフラグが付された電話番号も表示部１０４に表示させる。
【０１２５】
　このようにするのは、例えば、友人の携帯電話の電話番号を登録するために、ワンギリ
と同じ状況となる短い呼出し時間内で発呼する場合など、ワンギリがなされたと判断され
た電話番号の電話帖への登録及び発呼を望むユーザがいるとも限らないためである。
【０１２６】
　図６は、「１」の値のワンギリフラグが付された電話番号、即ち、ワンギリの電話番号
にもとづいて発呼する場合、発呼に先行して、ユーザに再確認するためのメッセージを表
示する場合の一例を示す図である。
【０１２７】
　以上のように、本実施形態によれば、移動局１００は、ワンギリがなされたか否かを判
定し、ワンギリがなされたと判断した場合、次回の着呼分から接続を拒否する電話番号と
して登録するので、次回の着呼分からワンギリがなされても着信履歴としてこの電話番号
が表示されることも、呼出しが行われることもない。
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【０１２８】
　つまり、次回より、ユーザがこの電話番号にかけ直したり、電話の呼出音に迷惑を感じ
たりすることが避けられる。
【０１２９】
　また、最初にワンギリがなされたとき、着信履歴として電話番号が表示されず、さらに
、リンガー設定フラグの値を「１」に設定すれば、設定された時間中は呼出しが行われな
い。
【０１３０】
　そのため、上記と同様にユーザがこの電話番号にかけ直したり、電話の呼出音に迷惑を
感じることがない。
【０１３１】
　なお、本発明の実施の形態では、携帯電話などの移動局を例に挙げて説明したが、これ
に限らず、一般回線電話であってもよい。
【０１３２】
　また、本実施の形態では、ワンギリがなされたとして、一旦登録されてしまった電話番
号について、登録後の処理については説明していないが、ユーザ指示により、この電話番
号をワンギリではない通常の電話番号として登録し直すことができるとしてもよい。
【０１３３】
　その場合、一般制御部１０３は、操作部１１１により受け付けられた指示にもとづいて
、この電話番号に付されたワンギリフラグの値「１」を「０」に変更することとなる。
【０１３４】
　また、本実施の形態では、着呼に伴って取得された発呼者電話番号に「１」の値のワン
ギリフラグを付して記憶部１０８に格納するよう指示を受けた場合、一般制御部１０３は
、この電話番号を着信履歴として表示部１０４に表示させないようにするとしたが、着信
履歴としてワンギリがなされたと判断した旨と共に、この番号を表示してもよい。
【０１３５】
　図７は、このような場合における、表示部１０４における着信履歴の表示例を示す図で
ある。
【０１３６】
　また、移動局１００は、音声出力部１０９による呼出音の出力に伴い、点灯又は点滅す
る照明部を有していてもよく、また、音声出力部１０９による呼出音の出力に伴い、振動
する振動部を有していてもよい。
【０１３７】
　これらは、呼出がなされていることをユーザに認識させるものであるが、リンガーの起
動が保留され、呼出しがなさない場合においては、照明部も、点灯又は点滅を実施せず、
また、振動部も振動しないので、ユーザに着呼を気づかせない。
【０１３８】
　なお、本実施の形態では、接続の拒否を行う際、着呼があった時点で、移動局１００が
基地局に対して接続の拒否を通知していたが、着呼に伴い取得された発呼者電話番号に「
１」の値のワンギリフラグを付して記憶部１０８に格納する際、基地局に対して、以後、
この電話番号の電話機からの接続を取り止めるように依頼してもよい。
【０１３９】
　その場合、この電話番号について、それ以降の着呼すらなされないこととなる。
【０１４０】
　また、本実施の形態では、移動局１００が着呼毎にワンギリか否かを判断しているが、
着信履歴として記憶した電話番号に、この電話番号が取得された着呼時における呼出時間
を対応づけて記憶し、電話番号と呼出し時間とを合わせて表示することにより、ワンギリ
であるか否かをユーザが後から判断するとしてもよい。
【０１４１】
　また、本実施の形態では、ワンギリか否かの判断するパラメータとして、呼出しが行わ
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れた時間を用いているが、ベル音などの断続的な音を出力する場合、その数をカウントし
て判断してもよい。
　また、本発明に係る電話機は、記録媒体と、着呼に伴い発呼者の電話番号を取得する取
得手段と、前記着呼に際し、呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間が所定時間未満
か否かを判断する判断手段と、前記時間が所定時間未満であると判断された場合、取得し
た前記電話番号を次回より呼の接続を拒否する拒否電話番号として前記記録媒体に格納す
る第１格納手段とを備えることを特徴とし、又は、記録媒体と、着呼に伴い発呼者の電話
番号を取得する取得手段と、前記着呼に際し呼出の開始から呼出が中止されるまでの時間
を検出する時間検出手段と、前記着呼に伴い検出された前記時間と取得された前記電話番
号との組を着信履歴として前記記録媒体に格納する格納手段とを備えることを特徴とする
。
　上記構成により、前記呼出の時間が所定時間未満である場合、前記発呼者の電話番号は
、次回より呼の接続を拒否する拒否電話番号として前記記録媒体に格納されるので、次回
の着呼分から呼の接続を拒否し得る。
　また、前記電話機は、さらに、着呼に伴い取得した発呼者の電話番号と前記記録媒体に
格納されている前記拒否電話番号とが一致する場合、呼の接続を拒否するための処理を実
行する接続拒否手段を備えることを特徴とする。
　これにより、呼出の時間が所定時間未満であった電話番号の発呼者からの着呼について
は、次回より呼の接続が拒否される。
　つまり、前記発呼者によりワンギリがなされても次回の着呼分から呼の接続が拒否され
る。
　また、前記電話機は、さらに、着呼に伴い取得された発呼者の電話番号を表示する表示
手段と、拒否電話番号として前記格納がなされた電話番号について、前記表示を抑止する
表示抑止手段とを備えるとしてもよい。
　これにより、前記呼出の時間が所定時間未満である場合、前記発呼者の電話番号は表示
されない。
　つまり、操作者は、前記表示手段により、ワンギリがなされたと思われるこの電話番号
を確認することができないため、この電話番号にかけ直すことが困難となる。
　また、前記第１格納手段は、次回より呼の接続を拒否することを示すフラグ情報を着呼
に伴い取得された前記電話番号に付することにより前記拒否電話番号とするとしてもよい
。
　これにより、前記フラグ情報にもとづいて呼の接続を拒否するか否かが判断され得る。
　また、前記電話機は、さらに、前記フラグ情報が付されていない電話番号を前記記録媒
体に格納する第２格納手段を備え、前記第１格納手段は、着呼に伴って取得された発呼者
の電話番号が、既に前記記録媒体に格納されていない場合に限り、前記格納を実施すると
してもよい。
　これにより、一旦、電話番号に付されたフラグ情報は、次回以降における着呼時におけ
る前記時間の如何に関わらず維持される。
　つまり、操作者が接続拒否を望まない電話番号として当該電話番号にフラグ情報を付さ
ずに格納することにより、この電話番号の発呼者が、発呼後直ぐに電話を切ってしまい、
前記時間が所定時間未満となった場合であっても、この発呼者からの着呼について、以降
の呼の接続が拒否されることが回避される。
　また、前記電話機は、さらに、操作者からフラグ情報の抹消の対象とする電話番号の指
定を受け付ける抹消受付手段と、電話番号の前記指定が受け付けられたとき、前記記録媒
体に格納されている指定された電話番号に付されているフラグ情報を抹消する抹消手段と
を備えるとしてもよい。
　これにより、拒否電話番号からの着呼であっても、操作者からの指示により呼の接続が
可能となる。
　また、前記電話機は、さらに、前記呼出がなされている間、音声の出力、振動又は発光
することにより前記呼出がなされていることを操作者に通知する呼出通知手段と、前記所
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定時間内における前記通知を抑止する呼出通知抑止手段とを備えるとしてもよい。
　これにより、着呼において、前記所定時間内の呼出しの通知が抑止される。
　即ち、ワンギリなどの短い呼出しの際には、呼出しがなされていることが操作者に通知
されないままとなり、操作者は、無駄な呼出の影響を受けないで済む。
　また、前記電話機は、さらに、前記第１格納手段により前記格納がなされたとき、前記
格納がなされた旨を操作者に通知する格納通知手段を備えるとしてもよい。
　これにより、操作者により拒否電話番号の格納がなされたことが認識される。
　また、前記格納通知手段は、前記旨と共に、格納した前記拒否電話番号を表示するとし
てもよい。
　これにより、操作者が知らないうちに、拒否電話番号として格納されることが回避され
る。
　つまり、操作者が拒否電話番号として格納される電話番号を確認することができ、誤っ
た格納がなされても、それに気づく機会が操作者に与えられる。
　また、前記電話機は、さらに、操作者からの指示を受け付ける指示受付手段と、前記第
１格納手段による前記格納の対象となる電話番号を表示する表示手段と、前記第１格納手
段による前記格納に先行して、前記格納の実行可否を操作者に問い合わせる格納可否問い
合わせ手段とを備え、前記第１格納手段は、前記指示受付手段より前記格納を実行する指
示が受け付けられた場合に限り、前記格納を実行するとしてもよい。
　これにより、前記第１格納手段による前記格納は、最終的には、操作者の判断により実
施される。
　つまり、誤って拒否電話番号として格納されることが回避し易くなる。
　また、前記電話機は、さらに、前記指示受付手段において前記記録媒体に格納された前
記拒否電話番号にもとづいて発呼を実行する指示が受け付けられたとき、当該発呼に先行
して、操作者に発呼の実行可否を問い合わせる発呼可否問い合わせ手段と、発呼の実行可
否の問い合わせがなされた結果得られた指示が、発呼の実行指示であった場合に限り、前
記拒否電話番号にもとづいて発呼を実行する発呼手段とを備えるとしてもよい。
　これにより、拒否電話番号にもとづいて発呼する場合、操作者に発呼するか否かを事前
に問い合わせるので、不用意に発呼されることが回避される。
　また、本発明に係る電話機は、記録媒体と、着呼に伴い発呼者の電話番号を取得する取
得手段と、取得した電話番号を呼の接続を拒否する拒否電話番号として登録する拒否電話
番号登録手段と、
前記着呼に伴い、取得した電話番号が前記拒否電話番として登録されているか否かを判断
し、前記登録がされていないとき、検出された前記時間と取得された前記電話番号との組
を着信履歴として前記記録媒体に格納する格納手段とを備えることを特徴とする。
　これにより、着呼に伴い取された電話番号と前記時間とが合わせて表示される。
　つまり、操作者は、表示された前記時間をワンギリがなされたか否かを判断するための
情報として活用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明に係る電話機は、移動端末や固定電話などに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明の実施の形態における移動局の外観図である。
【図２】本発明の実施の形態における移動局の機能ブロック図である。
【図３】記録部に格納されているテーブルの論理的構成を示す図である。
【図４】着呼時においてワンギリを検出し、この着呼に伴って取得された電話番号をワン
ギリの電話番号として登録する処理のフローチャートである。
【図５】図４のステップＳ４０９において、表示部に表示される、接続を拒否したメッセ
ージ文の一例を示す図である。
【図６】ワンギリの電話番号にもとづいて発呼する場合、発呼に先行して、ユーザに再確
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認するためのメッセージを表示する場合の一例を示す図である。
【図７】ワンギリの電話番号として登録する際、この電話番号とワンギリであると判断し
た旨とを表示部に表示する図である。
【図８】ワンギリがなされている状況を説明する図である。
【符号の説明】
【０１４４】
　　１００　　移動局
　　１０１　　アンテナ部
　　１０２　　送受信部
　　１０３　　一般制御部
　　１０４　　表示部
　　１０５　　カウント部
　　１０６　　照合部
　　１０７　　ワンギリ判定部
　　１０８　　記憶部
　　１０９　　音声出力部
　　１１０　　音声入力部
　　１１１　　操作部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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